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■
待
ち
時
間
を
減
ら
す
た
め
に

　
申
告
期
間
中
、
会
場
は
多
く
の
人
で
混
み
合

い
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
の
計
算
や
営
業
・
農
業
等
の
収
入
と

経
費
の
計
算
が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
自
書

コ
ー
ナ
ー
に
ご
案
内
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

待
ち
時
間
の
短
縮
の
た
め
、
事
前
の
資
料
整

理
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
営
業
・
農
業
等
の
収
支
計
算
を
す
る
場
合

　

あ
ら
か
じ
め
、
毎
月
の
収
入
金
額
や
領
収
書

を
整
理
し
て
、
項
目
別
に
確
認
が
で
き
る
よ
う
、

分
類
・
集
計
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
平
成
26
年
１
月
か
ら
、
営
業
・
農
業
等
の
事

業
所
得
が
あ
る
す
べ
て
の
人
に
つ
い
て
記
帳
と

帳
簿
等
の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
記
帳

に
あ
た
っ
て
は
、
売
上
等
の
収
入
金
額
や
仕
入

れ
そ
の
他
の
必
要
経
費
に
関
す
る
事
項
を
帳
簿

に
記
載
し
、
請
求
書
や
領
収
書
等
の
書
類
と
と

も
に
５
～
７
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
記
帳
は
、
一
つ
一
つ
の
取
引
ご
と
で
は
な
く

日
々
の
合
計
金
額
の
み
を
ま
と
め
て
記
帳
す
る

な
ど
、
簡
易
な
方
法
で
記
載
し
て
も
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。）

■
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
場
合

　

平
成
29
年
分
の
申
告
か
ら
、
領
収
書
の
提
出

の
代
わ
り
に
『
医
療
費
控
除
の
明
細
書
』
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療
費
の

お
知
ら
せ
」
な
ど
を
添
付
す
る
と
、
明
細
書
の

記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。
平
成
31
年
分
ま
で
の

申
告
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
ど
お
り
、
領
収
書

の
添
付
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
領
収

書
は
「
医
療
を
受
け
た
人
ご
と
」、「
病
院
・
薬

局
ご
と
」
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
金
額
を

計
算
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
医
療
費
の
払
い
戻
し
や
、
生
命
保
険

な
ど
の
補
て
ん
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
金
額

が
わ
か
る
資
料
を
準
備
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

■
領
収
書
等
の
注
意
事
項

　

領
収
書
や
証
明
書
は
、
必
ず
原
本
の
準
備
を

お
願
い
し
ま
す
。

◎
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
方

　

収
入
が
公
的
年
金
の
み
の
方
は
、
年
金
支
払

者
（
日
本
年
金
機
構
等
）
か
ら
町
に
年
金
情
報

が
通
知
さ
れ
て
き
ま
す
の
で
、
町
・
県
民
税
の

申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
公
的
年
金
源
泉
徴
収
票
に
記
載
し

て
あ
る
控
除
以
外
の
控
除
等
を
追
加
す
る
場
合

や
、
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
所
得
税
の
還
付
を

受
け
た
い
場
合
は
、
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

税
の 
申 

告 

準 

備 

は
お
早
め
に
！

２
月
中
旬
か
ら
申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

来
年
２
月
中
旬
か
ら
申
告
相
談
が
始
ま
り
ま

す
。

　
期
間
中
は
、
会
場
が
大
変
混
み
合
い
、
長
時

間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
告
の
受
付
待
ち
時
間
短
縮
の
た
め
、
次
の
こ

と
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

「申告相談所」の
会場が変わります
　次の会場について、平成 30 年の申告相談
から会場が変わります。
　その他の会場を含む全体の「申告相談所
開設日程」につきましては、１月号の広報
でお知らせいたします。

（注）　橘総合センターは平成 30 年３月 31
日まで空調設備改修工事のため使用できま
せんので、平成 30 年申告会場は、橘総合支
所で行う予定です。

東和地区

対象地区
申告会場の変更

（旧）会場 （新）会場

油宇（13 区・14 区・15 区・
16区・17区・18区・19区）油宇集会施設 油田農村環境改善セ

ンター
馬ケ原、黒谷

小泊（東・東中・西中・天神）小泊集会施設 和田公民館

船越（東・中・西） 船越公民館 白木多目的共同利用
施設

沖家室（中・峠・刈山・岡・鼻・
南）

佐連会館 白木多目的共同利用
施設佐連（東・中・西）

地家室（西・中・郷・東）

長崎（東・西）、西方
西方公民館 東和総合センター

下田（中・東・西）

和佐（磯・東浜・東中浜・西浜・
大西・郷） 和佐公民館 東和総合センター
神浦（東・西）


